
重要事項説明書 

１ 法人概要                                                                 

〔 法 人 名 〕  株式会社 アイシマ 

  〔 代 表 者 名 〕  代表取締役 相澤 剛 

  〔 所 在 地 ・ 電 話 番 号 〕  横浜市瀬谷区卸本町９２７９－４３ ４階 

              ０４５－９２４－６８１１ 

  〔 業 務 概 要 〕  訪問介護事業所の運営 

              認知症高齢者グループホームの運営 

              訪問看護ステーションの運営 

              小規模多機能施設の運営 

              高齢者住宅の運営 

２ 事業所概要      

〔 事  業  所  名 〕  あいしま看護センター 

  〔 所  在  地 ・ 電 話 番 号 〕  神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境73番地7 

              ０４５－３６０－３５１１  

  〔提供可能サービス〕  訪問看護、介護予防訪問看護 

  〔 介 護 保 険 番 号 〕  １４６３４９０１３３ 

  〔 管   理   者 〕  杉沢 美詠子 

  〔 併 設 事 業 所 〕  居宅介護支援事業所 

 

３ 事業目的  

＜介護保険＞ 

株式会社アイシマが開設するあいしま看護センターが行う指定訪問看護事業及び指定介

護予防訪問看護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定

め、居宅事業にあっては要介護状態にある、また予防事業にあっては要支援状態にある高

齢者に対し、適正な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護を提供する事を目的とします。  

＜医療保険＞ 

疾病または負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にあり、主治医が必要と

認めた者に対し、快適な在宅生活を送るための支援を提供することを目的とします。 

  

４ 運営方針  

＜介護保険＞ 

事業所の看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支

援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持

又は向上を目指します。 

事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、

老人介護支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健・医療・福祉サービスを提

供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組み

を行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

＜医療保険＞ 

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復を目指すもの

とします。 

 



５ 事業所の職員体制等                                                           

 職 種 職 務 内 容 員 数  

 管 理 者 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元

的に行います。 

当該事業所の従業者に法令及び運営規定を遵

守させるため必要な指示・命令を行います。 

１名 

(看護師) 

 

 サービス担当職員 訪問看護等の提供に当たります。 

訪問看護計画書及び報告書を作成し、利用者

又はその家族に説明します。 

看護師6名 

(常勤3名、非常勤2名) 

 

 事 務 担 当 職 員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等

を行います。 
０名 

 

 

                                                                               

６ サービス提供地域（通常実施地域） 

    横浜市（旭区・瀬谷区・泉区） 

   

７ サービス提供時間                                                            

    営 業 日：月曜日～金曜日、祝日も営業。 

   営業時間：９：００～１７：３０  

   （注１）年末年始（１２/３０～１/３）は「休祭日」の扱いとなります。 

  （注２）契約により、２４時間常時対応が可能な体制があります。 

 

８ サービス提供内容 

＜介護保険＞ 

サービス提供は、主治医の指示に基づいて訪問看護計画書を作成し、ご利用者様の機能回

復を図るように適切に実施いたします。また、主治医とケアマネージャーに対しては、訪問

看護報告書・訪問看護計画書を提出いたします。 

＜医療保険＞ 

週３回までを原則とし、１回につき３０分～９０分程度です。 

提供サービスは、主治医の指示に基づいて訪問看護計画書を作成し、ご利用者様の機能回

復を図るように適切に実施いたします。また、主治医に対し、訪問看護報告書・訪問看護計

画書を提出いたします。お住まいの行政機関には、求めに応じ情報提供書を提出いたします。 

 

＜訪問看護サービス内容＞ 

 （１） 病状、障害の観察 

 （２） 清拭、洗髪等による清潔の保持 

 （３） 療養上の世話 

 （４） 褥瘡の予防・処置 

 （５） 認知症患者の看護 

 （６） 療養生活や介護方法の指導 

 （７） カテーテル等の管理 

 （８） その他医師の指示による医療処置 

 

 

 



９ 利用者負担金  

＜加算について＞ 別紙参照 

 緊急時訪問看護加算（介護保険）、２４時間対応体制加算（医療保険） 

受ける  ・  受けない 

 特別管理加算（介護保険、医療保険） 

   受ける  ・  受けない 

＜介護保険＞ 

１） 介護報酬に係る利用者負担金（別紙参照） 

法定代理受領サービスであるときは、その１割、２割又は３割の額とします。 

２）以下のサービスは介護保険の利用者負担金とは別にかかる費用となります。 

  ・実費料金（通常訪問エリア外への交通費：片道１kmごと１００円、死後処置料） 

３）支払い方法：ご指定の金融機関口座から翌月27日に自動引き落としさせていただきます。 

＜医療保険＞ 

１） 医療保険の利用者負担金（別紙参照） 

法定代理受領サービスであるときは、その１割、２割又は３割の額とします。 

２）以下のサービスは医療保険の利用者負担金とは別にかかる費用となります。 

  ・差額料金（長時間料金、休日料金、時間外料金） 

  ・実費料金（交通費、日常生活上必要な物品、死後処置料） 

３）支払い方法：ご指定の金融機関口座から翌月27日に自動引き落としさせていただきます。 

 

１０ サービス日の変更・キャンセル 

１）ご利用者様の容態の急変など緊急やむを得ない事情以外のキャンセルは、当日訪問前ま

でに連絡がない場合、利用するサービスをキャンセルした際に生じる「損害の額に相当する

金額」を頂くこととします。     連 絡 先 ０４５－３６０－３５１１  

２）キャンセル料は、毎月の利用者負担金に上乗せしてご請求させていただきます。    

 

１１ 緊急時の対応 

  訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに

主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告し、主治医への連絡が困難な

場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じます。また、利用者に事故が発生した場合には、

速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じます。利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発

生した場合には、損害賠償を速やかに行います。                              

 

１２ 事故発生時の対応 

利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うと 

ともに、必要な措置を講じ、事故及び事故に際してとった処置について記録します。また、

利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

１３ 災害発生時等の対応 

地震、災害等で交通機関が停止した場合や道路が使用できない状況、また、台風や悪天候

時、訪問担当者のやむを得ない状況等で訪問できない場合もあります。連絡手段が確保でき

た時点でご連絡いたしますので、ご了承ください。 

 



１４ 衛生管理 

当事業所において、従業者を災害や疾病から守るため、安全教育、健康保持の教育、健康

診断などを行い、そのために必要な措置を講じています。 

 

１５ 個人情報の保護 

 従業者は、従業中又は退職後においても、個人情報を他にもらすことはありません。ただ

し、利用者と家族の個人情報を次のとおり必要最小限で使用させていただくことがあります。 

１）利用目的 

①訪問看護サービスの提供のため 

②サービス提供にあたって利用者またはその代理人に対して確認連絡などを行うため 

③当該利用者の看護サービスの向上のため 

④事業者の請求事務、事故等の報告のため 

⑤看護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料作成のため 

２）個人情報の提供 

事業所は、訪問看護サービスを円滑に提供するため下記の関係機関等へ個人情報を提供 

することがあります。 

 ①当該利用者のサービス担当者会議での連絡調整 

 ②医師や居宅介護支援事業所等の関係機関との連絡調整 

 ③法令に基づく場合 

３）個人情報を使用する期間 

契約書の第２条に定める契約期間及び法令の定めるところによる当該契約の解約又は 

解除後の書類保管期間に相当する期間使用します。 

 

１６ 職員の研修 

 当事業所は、看護師等の資質の向上のため、研修を計画的に実施しています。 

１） 採用時研修 採用後１ヶ月以内 

２） 継続研修  年６回 

 

１７  虐待の防止  

利用者の人権の擁護･虐待の防止等のために、次のとおり必要な措置を講じます。  

１） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、従業者に周知徹底を図ります。 

２） 虐待防止のための指針を整備します。 

３） 従業者に対し、虐待防止のための研修を実施します。 

４） サービス提供中に、従業者または養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、市町村に通報しま

す。 

５） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 責任者  杉沢 美詠子 

 

１８ 身体拘束の禁止 

利用者又は利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行いません。 

身体的拘束を行う場合には、その態様、時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録します。 

 



１９ ハラスメント防止 

従業者の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止

に向け取り組みます。 

１）事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な 

範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

①身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

上記は、従業者、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。 

２）ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議 

等により、同時案件が発生しない為の再発防止策を検討します。 

３）従業者に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。 

また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に 

努めます。 

４）ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善 

に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

２０ 感染症対策の強化  

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

１）従業者等の清潔保持及び健康状態について、必要な管理を行います。  

２）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

３）事業所における感染症予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的 

に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。  

４）事業所における感染症予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

５）従業者に対し、感染症予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

２１ 業務継続へ向けた取り組み 

１）感染症や自然災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に 

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画） 

を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的 

に実施します。 

３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

２２ 認知症ケア 

当事業所は、利用者の認知症ケアのため、次の措置を講じます。 

１）当事業所の全従業者へ、認知症ケアに関する研修を定期的に実施します。また認知症に 

関する十分な知識と理解を習得し、専門性と資質の確保・向上を目的として実施します。 

２）認知症高齢者への対応として、総合的なアセスメントを踏まえ、チームケアを統一する 

ことで、認知症高齢者のニーズに即した生活支援を行います。 

３）パーソン・センタード・ケア（いつでも、どこでも、その人らしく）本人の自由意志を 

尊重したケアを実践します。 



２３ 相談窓口、苦情対応                                                        

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。            

  電話番号 ０４５－３６０－３５１１   

    当社お客様相談窓口 fax番号  ０４５－３６０－３５１２  

  相談員（責任者）杉沢 美詠子  

  対応時間 ９：００～１７：３０  

 

（２）公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

横浜市 はまふくコール 

(横浜市苦情相談ｺｰﾙｾﾝﾀｰ) 

所 在 地  横浜市中区本町６－５０－１０ 

電話番号  ０４５－２６３－８０８４ 

FAX番号   ０４５－５５０－３６１５ 

横浜市 介護事業指導課 所 在 地  横浜市中区本町６－５０－１０ 

電話番号  ０４５－６７１－２３５６ 

泉区  高齢障害支援課 所 在 地  横浜市泉区和泉中央北５－１－１ 

 電話番号  ０４５－８００－２４３６ 

瀬谷区  高齢障害支援課 所 在 地  横浜市瀬谷区二ツ橋１９０番地 

 電話番号  ０４５－３６７－５７１４ 

旭区  高齢障害支援課 所 在 地  横浜市旭区鶴ヶ峰１－４－１２ 

 電話番号  ０４５－９５４－６０６１ 

神奈川県国民健康保険団体 

連合会（国保連） 

所 在 地  横浜市西区楠町２７－１ 

 電話番号  ０４５－３２９－３４４７ 

対応時間  ８：３０～１７：１５ 

 

２４ その他 

 サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 

１）年金の管理、金銭の貸借など金銭の取り扱いはいたしかねますのでご了承ください。 

２）利用者の心身の機能維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされて 

います。それ以外の業務は認められていませんので、ご了承ください。 

３）贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。 

 

 

 


